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岸和田まちづくり
タウンミーティングを開催しました

昨年５月 31 日～ 11 月 22 日に、
市内 24 校区（22 会場）で「岸
和田まちづくりタウンミーティン
グ」を開催しました。地域の身近
な問題や市政、市民サービスにつ
いて日頃感じていることなど、数
多くのご意見・ご要望をいただき
ました。これらのご意見などにつ
いては担当部署で検討を行い、市
政に反映していきたいと考えて
います。詳しくは市ホームペー
ジをご確認ください。
問広報広聴課 423－
9403

田治米畑町線の事業期間を
延長しました

南部大阪都市計画道路事業３・４・
202 － 16 号田治米畑町線の事業
期間を延長しました。期間中は道

路整備課窓口で関係資料を縦覧で
きます。
事業期間令和16年３月31日まで　
問道路整備課 423－ 9544

臨時休場・休館のお知らせ

■岸和田城（岸城町）
施設定期清掃のため、３月 16 日
㈪は臨時休場します。
■二の丸広場観光交流センター
　（岸城町）
施設定期清掃のため、３月 19 日
㈭は臨時休館します。
問岸和田市観光振興協会 436
－ 0914

し尿くみ取りの変更があれば
手続きを

し尿くみ取りをしている世帯で、
転出入・転居、出生・死亡などで、
住所や世帯人員に変更があった場
合や、公共下水や浄化槽になり、
くみ取りが不要になった場合は、
廃棄物対策課（環境事務所内　土
生町２丁目４－ 30）または市民
課、各市民センター、山滝支所（内
畑町）で手続きしてください。
問廃棄物対策課 423－ 9444

岸和田税務署からのお知らせ

所得税及び復興特別所得税・贈与
税の申告・納税は３月16日㈪ま
で、消費税及び地方消費税の申告・
納税は３月31日㈫までです。３月
16日㈪まで税務署の駐車場は使用

できません。公共交通機関でお越し
ください。インボイス発行事業者は
消費税及び地方消費税の確定申告
が必要です。便利なキャッシュレス
納付をご利用ください。
問岸和田税務署438
－1341

児童扶養手当の振り込み

１・２月分を、３月 11 日㈬に受
給者の口座に振り込みます。通帳
記入のうえ、ご確認ください。
問子育て支援課 423－ 9624

　令和 7年中に市内で発生した火災は 40件で、死者 0人、負傷者は 8人
でした。火災の原因は「たき火」が7件で最も多く、次いで「コンロ」、「配
線器具」及び「たばこ」が3件ずつとなっています。
　火災の発生しやすい時季です。自宅周囲やストーブ周囲に可燃物を置かな
い、たばこやたき火の後始末は十分に注意するなど、日ごろから火災発生防
止に努めましょう。

3 月 1日～ 7日は春の全国火災予防運動
「急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし」

春の安全運転講習会
を開催します
　申し込み不要（当日先着順）で、
受講は無料です。対象校区外での
受講も可能です。自動車に関する
交通ルールのほかに自転車の青切符制度についても
説明します。各日、30分前開場です。
日・時3月 16日㈪～ 19日㈭午後7時～8時
　　 3月 21日㈯午後2時～3時
問交通まちづくり課 423－ 9506

日程 場所 定員 対象校区

3/16 ㈪ 市職員会館（岸城町）

各
50人

中央・城内・浜・
東光・朝陽

3/17 ㈫ 八木市民センター（池尻町） 八木・八木北・八木南

3/18 ㈬ 桜台市民センター（下松町4丁目）
常盤・旭・太田・修斉・
天神山・東葛城

3/19 ㈭ 山直市民センター（三田町）
山直北・城東・山直南・
山滝・光明

3/21 ㈯ 春木市民センター（春木若松町） 80人 春木・大芝・新条・城北・大宮

税金

子育て

問消防本部予防課 426－8604

　本市では、空気の乾燥や強風時に発令する「火災警報」に加え、今年 1
月 1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」、「林野火災警報」
の運用を開始しました。これは、昨年 2月に岩手県大船渡市で発生した大
規模林野火災を受け、市火災予防条例に新設したものです。
　1月～ 5月は林野火災が多発します。乾燥・少雨時には注意報を、さら
に強風が重なり火災大規模化の恐れがある場合には警報を発令し、市森林整
備計画で定める森林区域で、たき火などの火の使用を制限します。制限に違
反した場合は罰則が科されることがあります。
　発令時は市ホームページや消防車での巡回広報、防災行政無
線、消防本部の赤白旗掲示などでお知らせします。

林野火災警報等の運用について
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